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監事翻礁乏(馨
私ども監事は、国立大学法人法第11条第4項に基づき、国立大学法人山ロ大学の平成

23年度(自平成23年4月1日、至る平成24年3月31日)の会計及びその他の業務につ

いて監査を実施しました。その結果に基づき、協議の上、本報告書を作成し、次のとおり

報告します。

1.監査の方法の概要

年度初あに策定した監査計画に従い、役員会、経営協議会、その他重要な会議に出席す

るほか、役員(監事を除く、以下同じ)等から各所管事業の報告を聴取し、重要な決裁書

類等を閲覧しました。さらに、事務局、学部、大学院、附属病院及びその他の教育研究施

設において業務及び財産の状況を調査しました。また、会計監査人新日本有限責任監査法

人から監査計画、監査実施の状況及び監査結果の説明を受け、財務諸表、決算:報告書及び

事業報告書につき検討を加えました。

2.監査の結果

(1)財務諸表は、国立大学法人山ロ大学の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状

況、当期未処分利益の処分内容及び業務実施コストの状況を適正に表示しているも

のと認めます。

(2)決算報告書は、予算の区分に従って決算の状況を適正に表示しているものと認めま

す。

(3)事業報告書は、国立大学法人山ロ大学の業務運営の状況を適正に示しているものと

認めます。

(4)平成23年度の年度計画に基づき業務が適正に運営されているものと認あます。

(5)会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(6)役員の職務執行に関し、不正の行為又は法令若しくは規定に違反する重大な事実は

認あられません。

以上


